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資料　松戸市における福祉有償運送事業の必要性 

１ 松⼾市全体の⼈⼝推移・推計 
本資料からは、本市の総⼈⼝に対する⾼齢者の割合が確認でき、将来推計に
おいては上昇傾向が一層強まるとされています。⾼齢化率の上昇傾向と、年齢
による⾝体の不調を考慮すると、今後移動制約者の数は増加することが考えら
れ、福祉有償運送による移動⼿段の確保が必要と考えられます。 

２ 松⼾市の要⽀援・要介護認定者の推移 
本資料からは、⾝体障害、その他障害に繋がりえる要⽀援・要介護者の推移を表
したグラフになります。グラフからわかるとおり、認定者の数は右肩上がり
となっており、福祉有償運送の対象者が増加に関係しているものと考えられま
す。 

３ 松⼾市⾝体障害者⼿帳・療育⼿帳・精神障害者保健福祉⼿帳 所持者数の推移 
本資料からは⾝体障害に限らず、バス・タクシー等の公共交通機関に乗⾞で
きない⽅を広くとらえた場合の参考資料になります。療育⼿帳所持者数・精神
障害者保健福祉⼿帳所持者数は年々増加しております。バス・タクシー等の公
共交通機関に乗⾞できないという状況は、様々な障害に起因するかと考えられ
福祉有償運送の必要性が高まることが考えられます。 

４ 松⼾市の事業対象者の推移と推計 
本資料は、「２ 松⼾市の要⽀援・要介護認定者の推移」に該当しないが、⽀
援を必要としている⽅の数になります。要⽀援・要介護者認定者数の増加に対
し、過去３年間の実績値は減少しています。しかし、今後⾼齢化率の上昇に
伴い将来的には増加すると⾒込まれています。この事業対象者は道路運送法施
⾏規則第四⼗九条第⼆項ヘに掲載されているとおり、福祉有償運送の対象と
なり得る⽅々であるため、将来福祉有償運送の必要性の高まりに繋がると考え
られます。 

５ 松⼾市の認知症⾼齢者数の現況と推計 
本資料は、「４ 松⼾市の事業対象者の推移と推計」のさらに補⾜資料となりま
す。判断能⼒の低下により公共交通機関が利⽤できないケースを想定した数に
なりますので、併せてご確認ください。 
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いきいき安心プランⅧまつど（令和６年３月）から抜粋 
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いきいき安心プランⅧまつど（令和６年３月）から抜粋 
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まつど３つのあいプラン（令和６年３月）から抜粋 
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松戸市の認知症高齢者数の現況と推計 

いきいき安心プランⅧまつど（令和６年３月）から抜粋 
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■松戸市内タクシー事業者の総車両数とUDタクシー保有台数
（R6年3月末現在）

　総車両数
内ＵＤ

1 法人  京成タクシー松戸東(株) 81 44
2 法人  京成タクシー松戸西(株) 69 65
3 法人 マツドタクシー(株)イースタン 92 0
4 法人  (株)櫟山交通 79 0
5 法人  (株)ダブリュータクシー 41 15
6 法人  小金タクシー(有) 29 6
7 法人  花嶋タクシー(有) R5.4.4事業廃止
8 法人  (有)石原タクシー R5.4.4事業廃止
9 法人  (有)マイスター 8 0
10 法人  (有)東葛運転代行社 21 0
11 個人 東葛個人タクシー協同組合 26 0
12 個人 久保田タクシー 1 0

計 447 130 29.08%
※UD：ユニバーサルデザイン

その他社名№
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昭和⼆⼗六年運輸省令第七⼗五号

道路運送法施⾏規則

道路運送法（昭和⼆⼗六年法律第百⼋⼗三号）及び道路運送法施⾏法（昭和⼆⼗

六年法律第百⼋⼗四号）に基き、並びにこれらの法律を実施するため、道路運送法

施⾏規則を次のように定める。

第四章 ⾃家⽤⾃動⾞の使⽤

（⾃家⽤有償旅客運送）

第四⼗九条 法第七⼗⼋条第⼆号の国⼟交通省令で定める旅客の運送は、市町村⼜

は特定⾮営利活動促進法（平成⼗年法律第七号）第⼆条第⼆項に規定する特定⾮

営利活動法⼈若しくは前条各号に掲げる者（以下「特定⾮営利活動法⼈等」とい

う。）が⾏うものであつて、次に掲げるものとする。

⼀ 過疎地域の持続的発展の⽀援に関する特別措置法第⼆条第⼀項に規定する過

疎地域その他の交通が著しく不便な地域において⾏う、地域住⺠、観光旅客そ

の他の当該地域を来訪する者の運送（以下「交通空⽩地有償運送」という。

）

⼆ 乗⾞定員⼗⼀⼈未満の⾃動⾞を使⽤して⾏う、次に掲げる者のうち他⼈の介

助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー

（タクシー業務適正化特別措置法（昭和四⼗五年法律第七⼗五号）第⼆条第⼀

項に規定するタクシーをいう。）その他の公共交通機関を利⽤することが困難

な者（特定⾮営利活動法⼈等が⾏う場合にあつては、第五⼗⼀条の⼆⼗五の名

簿に記載されている者）及びその付添⼈の運送（以下「福祉有償運送」とい

う。）

イ ⾝体障害者福祉法（昭和⼆⼗四年法律第⼆百⼋⼗三号）第四条に規定する

⾝体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和⼆⼗五年法律第百⼆⼗三

号）第五条に規定する精神障害者

ハ 障害者の雇⽤の促進等に関する法律（昭和三⼗五年法律第百⼆⼗三号）第

⼆条第四号に規定する知的障害者

ニ 介護保険法（平成九年法律第百⼆⼗三号）第⼗九条第⼀項に規定する要介

護認定を受けている者

ホ 介護保険法第⼗九条第⼆項に規定する要⽀援認定を受けている者

ヘ 介護保険法施⾏規則（平成⼗⼀年厚⽣省令第三⼗六号）第百四⼗条の六⼗

⼆の四第⼆号の厚⽣労働⼤⾂が定める基準に該当する者

ト その他肢体不⾃由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する

者

7


	8）配布資料2表紙.pdf
	9）松戸市における福祉有償運送の必要性概要.pdf
	10）　年齢別高齢者人口等.pdf
	11）UDタクシー保有台数(R5.3末).pdf
	12）運送対象要件（道路運送法施行規則　第四十九条）.pdf



